
1 

                               2023年 10月 2日 

 

各  位 
                         

会 社 名 株式会社 京都フィナンシャルグループ 

代表者名  代表取締役社長   土 井  伸 宏 

（コード番号 ５８４４東証プライム） 

問合せ先  取締役経営企画部長  本 政  悦 治 

Ｔ Ｅ Ｌ （０７５）３６１－２２７５ 

 

地域の事業再生等にかかる支援機能強化に向けた債権回収会社の 

設立に関するお知らせ 
 

株式会社京都フィナンシャルグループ（社長 土井 伸宏）は、本日開催の取締役会において、

関係当局の許可等を前提に、当社が 100％出資する債権回収会社（通称：サービサー）の設立を

決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１． 設立の目的 

当社グループは、株式会社京都銀行を中心に新型コロナウイルス感染症や原材料価格の高騰

等の影響を受けておられる中小企業の取引先に対して、金融面での支援を継続して行って  

おります。このような中、厳しい経営状態に置かれた取引先の事業再生等にかかる支援機能を

強化することを目的にサービサーを設立し、グループ内に新たな金融機能を備えることで、  

より多くの取引先の経営改善と再成長に向けたサポートを行い、地域経済の活性化に貢献して

まいります。 

当社グループとして目指す姿である「地域の成長を牽引し、ともに未来を創造する総合ソリ

ューション企業」の実現に向け、地域・お客さまが抱えるさまざまな課題の解決に取り組む  

べく、グループ機能の拡充をはかるとともに、地域社会・地域経済の持続的な発展に貢献して

まいります。 

 

２． 設立する子会社の概要 

（1）設 立 予 定   2024年 4月 

（2）事業開始予定     2024年 10月 

（3）株 主 構 成 株式会社京都フィナンシャルグループ（100％子会社） 

（4）事 業 内 容 債権管理・回収業務の受託 、債権買取（事業再生支援）業務 

 

３． 業績の見通し 

 本件による当社の連結決算に与える影響は軽微であります。 

 

４． 今後の予定 

 2024年 4月の設立、および 2024年 10月の事業開始に向け、関係当局への許可等の手続きお

よび準備を進めてまいります。 

 

５． その他 

 当該子会社の商号等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。 

以 上 


